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第３期掛川市環境基本計画（案）に係る意見公募手続について 

 

 

１ 実施期間 

 令和８年２月５日（木）～令和８年３月６日（金） 

 

２ 意見数（意見提出者数） 

 ９件（４人） 

 

３ 意見の概要と市の考え方 

No. 項目 意見の概要 市の考え方 

１ 全体 

バスケットゴールを設置してほしい。 環境基本計画に直接的な関連は

ありませんが、今後のまちづく

りの参考にさせていただきま

す。 

２ 

P30-31 

⑦ごみを適正

に処理する 

家庭ごみ収集体制について、現状の「自治会

依存型」から「自治体主体型」への転換を求

める。市が主体となるごみ収集体制への移行

と、全住民が平等に利用できる制度への見直

しを要望する。 

ごみ集積所の管理・運営は自治

会（区）が担い、ごみの収集運搬

は市が実施しています。廃棄物

の処理及び清掃に関する法律に

基づき、市民には分別排出等の

責務、市には収集・処理の責務が

あります。今後も市と市民がそ

れぞれの役割を果たし、適正な

ごみ処理に努めてまいります。 

３ 

P14 

基本目標Ⅲ 

市内の耕作放

棄地面積 

基本目標Ⅲについて、市内の耕作放棄地面積

の目標値は、増加幅を抑えることを意図して

設定していることの説明を付け加えるべき

ではないか。 

ご指摘いただいた趣旨を追加い

たします。 

４ 

第４章 

環境の現状と

取り組み 

今後それぞれの課題達成のためのプロセス

を明確にすることが重要。 

現状や課題を分析し具体的な取

り組みのステップやスケジュー

ル、関係者の役割分担など、プロ

セスの明確化に努め、どのよう

な手段が適切かをよく検討した

上で取り組みを進めます。 

５ 

基 本 目 標 Ⅰ

「脱炭素で気

候変動に適応

するまち」 

再生可能エネルギーの導入や省エネルギー

の推進が計画されていますが、市民が参加し

やすい具体的な省エネ行動や講座の機会を

もっと増やしてほしい。家庭や地域単位での

脱炭素活動を後押しするさらなる仕組みを

期待する。 

省エネ行動や講座の機会につい

ては、今後さらに市民参加型の

取り組みや啓発活動を拡充して

いきます。 

６ 

基 本 目 標 Ⅱ

「資源の循環

するまち」 

ごみ減量やリサイクル推進は重要ですが、特

にプラスチックごみや食品ロスの削減につ

いて、分かりやすい啓発活動や分別ルールの

周知をさらに充実させてほしいです。市民が

楽しく参加できるリユース・リサイクルイベ

ントの開催を希望する。 

ご指摘いただいたプラスチック

ごみや食品ロスの削減、分別ル

ールの周知について、今後も分

かりやすい啓発やイベントを通

じて市民参加を促進してまいり

ます。 

７ 

基 本 目 標 Ⅲ

「自然と共生

するまち」 

希少野生動植物や里地里山の生物多様性が

減少している現状に危機感を持っている。保

全活動の担い手不足が課題なので、子どもや

若い世代が参加できる自然体験や観察会を

ご要望の自然体験や観察会、資

料作成について、若い世代の参

加促進や情報発信の強化を検討

し、地域の生物多様性保全に努
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もっと充実するべき。また、地域の生物多様

性の現状を市民へ分かりやすく伝える資料

の作成を要望する。 

めます。 

８ 

基 本 目 標 Ⅳ

「安心な環境

で暮らせるま

ち」 

生活排水の適正処理や空き家対策など、安

心・快適な生活環境の整備を進めている点は

評価する。今後は高齢者や子育て世帯など多

様な市民の視点を取り入れた、きめ細かな環

境対策（例：騒音・悪臭・水質・動物愛護等）

をお願いしたい。 

多様な市民視点を取り入れた環

境対策について、今後も市民の

声を反映しながら、きめ細かな

施策を推進していきます。 

９ 

 

基 本 目 標 Ⅴ

「みんなで環

境のために行

動するまち」 

環境保全活動や学習機会の充実が図られて

いますが、学校や地域、企業が連携して取り

組む「共創」の輪をさらに広げてほしい。 

環境教育や地域イベントの充実

について、学校・地域・企業の連

携を強化し、幅広い世代が参加

できる仕組みづくりを進めま

す。 

 

 


